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Ⅰ　は じ め に

　テレビでは，毎日のように，複数の自動車メーカーによって自動ブレーキシステム等

を搭載した自動車の CMが流れている。幼いころは，自動運転車などネコ型ロボット

が開発されるような遠い未来の話だと思っていたが，AI 1）にディープラーニングが搭載

されて以降自動運転車が社会に導入されることがより現実的なものになってきている。

日本政府も，東京オリンピック・パラリンピックを開催する 2020 年を目途にレベル 3，

2025 年にレベル 4の自動運転車の普及を目指している 2）。その推進過程の一環として，

東京五輪・パラリンピックが開催される直前の 2020 年 7 月に，羽田空港，羽田空港か
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ら臨海副都心への高速道路，臨海副都心地域の 3区域で，自動運転の実証実験が行われ

ることが決定している 3）。この実験は，日本の自動運転技術を国内外に PRすることを

目的とするもので，トヨタ自動車や日産自動車など大手自動車・二輪車メーカー 10 社

が参加し，対象はレベル 2～ 4 の計 80 台ほどの自動運転車となる。ほかにも，官民が

連携した具体的な取り組みが次々と明らかになっている。

　政府が，自動運転車の普及を推進しようとする目的は，交通渋滞の緩和，物流の効率

化，過疎地域等の移動手段を確保するための無人移動サービスの実現等様々なものがあ

るが，最も重視しているのは交通事故の減少である。わが国の年間の交通事故発生件数

は，約 47 万 2000 件（2017 年）であり，ピーク時の約 95 万 2000 件（2004 年）と比べれ

ば減少傾向にはあるものの，いまだに約 3600 人（2017 年）もの人が，交通事故により

死亡している 4）。交通事故は，安全不確認等のヒューマンエラーを原因とするものが最

も多いため，自動運転システムにより運転者の運転を補助し，あるいは，人間の代わり

に自動運転システムが運転タスクを担うことで交通事故を減少させることができるので

はないかと考えているのである。とりわけ，近年高速道路の逆走等高齢ドライバーによ

る事故が多発し，高齢者に対しては運転免許証の返納の必要性が強く言われているが，

他方で，交通手段のない地方では，自動車は必須のものとされており，返納は困難とも

いわれているため，自動運転システムはこれらを解決するものとして，高齢化社会にお

いても非常に有効・有用であると考えられているのである。そして，現実にも，例えば，

現在販売されている自動車のほとんどには，運転者の運転を補助するため，クルーズコ

ントロール，自動ブレーキシステム，レーンキープ等の機能が搭載されてきており，現

に交通事故の減少に寄与してきている。

　もっとも，発展レベルにもよるが，自動運転車により，交通事故の発生がゼロになる

わけではない。ヒューマンエラーを防ぐことができたとしても，自動運転システムの瑕

疵を原因とする交通事故ももちろん生じ得るからである。2016 年 5 月 7 日，米国の電

気自動車メーカーであるテスラ・モーターズの自動運転車によって，自動走行中の初の

死亡事故が発生した 5）。フロリダ州の高速道路上で，テスラの「2015 モデル S」が自

動走行モードで走行中，側道から入ってきたトレーラーが目の前を横切るように左折し

たのに対し，「モデル S」はそこに突っ込むようにして衝突し，その結果，トレーラー

の運転手が死亡したのである。テスラによると，トレーラーの車体が高かったことに加

え，当日は晴天でトレーラーの車体の白い色を「モデル S」のセンサーが感知できず，

ブレーキが作動しなかった可能性があるという。もっとも，「モデル S」は，完全な自

動運転の前段階の運転を補助する「オートパイロット」によって走っていたにすぎなか
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ったため，事故の責任はあくまで自動走行システムではなく，「モデル S」に乗車して

いた人間の運転手にあるとしている。すなわち，この事故について，NHTSA（米国運輸

省道路交通安全局）は，2017 年 1 月 19 日に事故原因は死亡したトレーラーの運転手の前

方不注意にあるとして自動運転システム自体に欠陥は確認されなかったとの報告書 6）を

提出した。しかし，当該報告書はテスラの自動運転車が現行米法上の基準に違反してい

ないことを認定したにすぎず，自動運転技術自体の信頼性を保証したものというわけで

はない。現にその後，完全な自動運転下でも，米ウーバー・テクノロジーズの自動運転

車によって死亡事故が発生してしまっている 7）。2018 年 3 月 18 日，自動運転車はアリ

ゾナ州の道路を走行中，自転車を押しながら横断歩道のない場所で複数の車線を横断し

ようとしていた女性に衝突し，女性は死亡した。当該車両は，衝突時，時速約60キロで，

完全な自動運転の状態で走行しており，運転席には緊急時に備えてドライバーが座って

いた。アリゾナ州は，自動運転車の走行実験で運転手の同乗を求めないなど規制が緩く，

多くの会社が同州で走行実験を行っていた。

　このように，自動運転車による事故は起こり得るのであるが，その場合の責任の所在

についてはいまだ議論が緒に就いたばかりの段階である。技術の発展にともない予期せ

ぬ問題が生じてくるのは，これまでの歴史からも明らかであり，特に法整備は常に技術

の進歩に遅れてされるという宿命をもつ。いずれ，これらの責任についてどのように考

えるべきかに関しては，自動運転車の本格的な開発とともに深まりを見せると思うが，

指摘しておかなければならないことは，上述の宿命とは異なり，後記のレベル 3以上の

（準）本格的な自動運転車については，法整備を先行させなければならない点があると

いうことである。法的に解決をしておくか，少なくともその方向性を明確にしておかな

ければ，製造そのものが頓挫することにもなりかねないのである。その意味で，自動運

転車をめぐる法律問題についての検討は既に焦眉の急，待ったなしの段階にあるといわ

なければならない。本稿では，その点を睨み，概論的なものではあるが，学んできた刑

法理論により，自動運転車による交通事故が起こった際の刑事責任の所在について，種々

の考察を行ってみたいと思う。もとより，自動運転車の実現過程の段階にあることを考

えると，色々と不分明な部分もあり，初歩的なものであって，決して十分なものではな

いが，運転者のほか製造者・設計者の責任主体性について検討していくこととする。な

お，AIの責任主体性については，いまだ現実味を帯びないため，本稿では扱わないこ

ととする。
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Ⅱ　自動運転車と責任の所在

1．自動運転車とは

　自動運転車についての，明確な定義は存在しない。一口に自動運転車と言っても，完

全自動化がまだ成し遂げられていない現段階においては，部分的な自動化がなされてい

る自動車についても，自動運転車に含まれるとして論じることとする。

　自動運転のレベル自体には，自動運転技術の段階に即して 2つの定義が存在する。

　ひとつは，官民 ITS構想・ロードマップ 2016 8）によるものであり，そこでは NHTSA

の旧定義に従い，4段階 9）に定義されている。

　2 つめの定義は，NHTSA自身が，2016 年 9 月に，運転タスク，フォールバック 10），

運行設計領域も考慮に入れて打ち出した，SAE（Society�of�Automotive�Engineers）とい

う新定義である。日本でも，2017 年以降の官民 ITS・ロードマップでは，この SAE（米

国自動車技術会）定義を取り入れることを視野に入れ 11），その後実際に取り入れてい

る 12）。

　まず，レベル 0: 運転自動化なし（No�Driving�Automation）である。これは，運転者に

よりすべての運転タスクが実施される段階である。

　次に，レベル 1: 運転者支援（Driver�Assistance）である。これは，運転自動化システ

ムが，持続的かつ運行設計領域（ODD）で限定的に作動するものであり，具体的には，

前後・左右方向のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施する。他方，

運転者については，対象物・事象検知・反応のサブタスクを完成させるとともに，運転

タスクの残りの部分を実施することを期待され，要請されるという段階である。つまり，

車両の持続的運転制御を，運転者とシステムが共に行うのである。

　そして，レベル 2: 部分的運転自動化（Partial�Driving�Automation）である。これは，運

転自動化システムが，持続的かつ運行設計領域での限定的な実施を行い，前後・左右方

向の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施し，他方，運転者については，

対象物・事象検知・反応のサブタスクを完成させるとともに，運転タスクの残りの部分

を監視することが期待され，要請されるという段階である。車両の持続的運転制御が，

システム専門となる。

　さらに，レベル 3: 条件付き運転自動化（Conditioned�Driving�Automation）がある。こ
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れは，自動運転システム（ADS）により，全ての運転タスクに係る持続的かつ運行設計

領域での限定的な実施を行うが，予備対応利用者（DDT� fallback-ready�user）においては，

自動運転システムの発する介入要求や，他の車両システムでの運転タスク実施関連のシ

ステム故障に対して適切に応答することが期待されるとする段階である。つまり，運転

タスクのすべてがシステム主導となる。

　次に，レベル 4: 高度運転自動化（High�Driving�Automation）がある。これは，自動運

転システムによって，全ての運転タスクに係る持続的かつ運航設計領域での限定的な実

施が行われ，フォールバックにおいても利用者の介入が期待・要請されない段階である。

つまり，フォールバックまでもがシステムによることになる。

　最後に，レベル 5: 完全運転自動化（Full�Driving�Automation）がある。これは，自動運

転システムにより，全ての運転タスクに係る持続的かつ無条件での実施が行われ，フォ

ールバックにおいて利用者が介入すべく応答することは期待・要請されない段階である。

つまり，全ての運転タスクがシステムのみによって行われる状態といえる 13）。

　NHTSA旧定義と SAE定義は，段階の数こそ違うものの，レベルを刻む観点にあまり

変わりはなく，NHTSA旧定義でのレベル 4が SAE定義ではレベル 4とレベル 5に分断

されている点が異なるのみである。そこで，本論考では，これらをひとまとめにレベル

4以上として，検討していく。

　このように，段階（レベル）によってドライバーと AIの役割分担は異なることになる

のであるが，そうである以上，交通事故発生時の刑事責任の所在についても自動運転車

を全て一律のものとして，自動運転車一般という形で論じることはできない。そこで，

以下では，まず，段階（レベル）ごとの責任主体について，対象を明らかにしていこう

と思う。

2．交通事故発生時に成立し得る犯罪

　そもそも，自動車が交通事故を起こした場合，いかなる犯罪が成立し，責任を問われ

るかを概観してみる。

　従来は，刑法に規定された業務上過失致死傷罪（刑法211条）が適用されていた。「業務」

性に着目した，過失致傷罪（刑法209条）及び過失致死罪（刑法210条）の加重類型である。

しかし，悪質な態様により悲惨な結果を招いた交通事故事件が報道されるにつれて，業

務上過失致死傷罪では最高 5年の懲役しか科すことができず，刑が軽すぎるのではない

かという社会の批判の声が高まっていった。このような厳罰化を求める世論に対応する
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形で，新規立法により，酩酊運転，制御困難運転，未熟運転，妨害運転，信号無視運転

を危険運転とする危険運転致死傷罪（刑法旧 208 条の 2）が新設され，致傷罪は 10 年以

下の懲役，致死罪は 1年以上の有期懲役（なお，刑法旧 12 条 1 項により上限は 15 年）が科

されることとなった。その後，2004 年の改正では，致傷罪の上限が 15 年に，致死罪の

上限が 20 年に引き上げられた。さらに，2007 年の改正で，業務上過失致死傷罪の加重

類型，自動車の運転行為の特別類型である，自動車運転過失致死傷罪（刑法旧211条 2項）

が設けられ，7年以下の懲役が科されることとなった。そして，2013 年には，危険運転

致死傷罪，自動車運転過失致死傷罪は，刑法典から削除され，自動車の運転により人を

死傷させる行為等の処罰に関する法律という特別法となり，危険運転致死傷罪は，従来

からの 5類型に加えて，通行禁止道路運転が新たに加わり，また，アルコール，薬物，

病気の影響により，正常な運転が困難な状態で運転し，死傷結果が生じた場合を対象と

する，準危険運転致死傷罪が新設され，致傷罪は 12 年以下の懲役，致死罪は 15 年以下

の懲役が科されることとなった。これら交通事故における罪の主体は，自動車を運転す

る者である。

3．レベルごとの責任主体

　では，自動運転車において，運転している者とは誰又は何を指すのであろうか。自動

運転レベルごとに，乗車している者又は自動運転システムをつかさどる AIの運転者該

当性を検討していく。

　道路交通についての国際的な統一的規則としては，1949 年に国連会議で採択された

ジュネーブ道路交通条約 14）があるが，同条約は，「運転者」について，「道路において，

車両を運転する者（ any�person�who�drive�a�vehicle）」と定義し（第 4 条），さらに「一単

位として運行されている車両又は連結車両には，それぞれ運転者がいなければならない。」

（第 8条 1項），「運転者は，常に，車両を適正にコントロールし，又は家畜を誘導するこ

とができなければならない。運転者は，他の道路使用者に接近するときは，当該他の道

路使用者の安全のために必要な注意を払わなければならない。」（第 8条 5 項），「車両の

運転車は，常に，車両の速度を制御していなければならず，また，適切かつ慎重な方法

で運転しなければならない。運転者は，状況により必要とされるとき，特に見通しが聞

かないときは，徐行し，又は停止しなければならない。」（第 10 条）としている。すなわ

ち，同条約は，運転者について，車両をコントロールする存在であることを前提として

いるのである。また，同条約に加入している我が国も，国内法である道路交通法におい
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て，「車両等の運転者は，当該車両等のハンドル，ブレーキ，その他の装置を確実に操

作し，かつ，道路，交通及び当該車両等の状況に応じ，他人に危害を及ぼさないような

速度と方法で運転しなければならない。」（第 70 条（安全運転の義務））と規定している。

このように，条約上あるいは法規上，自動運転や無人運転は想定されていないのであ

る 15）。

　そこで検討すると，レベル 2までの自動運転車については，あくまで自動運転システ

ムは乗車している者の運転を補助するのみであるから，乗車している者が「運転者」に

当たり，事故時の責任主体が「運転者」のみであることに争いはないといえる。またそ

れ故に，既にレベル 2までの導入は国際的に受け入れられているのである。

　一方，レベル 3以上については，現在のジュネーブ道路交通条約が運転をコントロー

ルする者の存在を要求していることから，世界的に見て，いまだ導入が実現していない

のであるが，前記のとおり，レベル 3以上の社会的利用可能性が現実化してきている中

で，同条約を改正しようという動きがある。すなわち，具体的には，運転者の存在を必

要とする条文に続け，「車両の運行態様に影響を与えるシステムが，車輪を有する車両

及び当該車両に適合可能で利用可能な部品に係る国際的法準則に沿った設計，装着及び

利用の条件と合致している場合には，当該システムが運転者により制御されるか，電源

を切断され得る場合には，当該システムは，本条第 5項及び第 10 条に合致しているも

のとみなされる。」（第一文），「車両の運行態様に影響を与えるシステムが，前記の国際

的法準則に沿った設計，装着及び利用の条件と合致していないが，当該システムが運転

者により制御されているか，電源を切断され得る場合には，当該システムは，本条第 5

項及び第 10 条に合致しているものとみなされる。」（第二文）を，8条 6 項として追加し

ようとする動きである 16）。この追加規定が導入されれば，運転者がハンドル等を直接

操作しなくとも，同程度に安全なシステム 17）さえあれば自動運転が許容されるものと

なる。この改正は，2015 年 3 月にWP1 で採択されたが，批准国の多数の賛成を得られ

ておらず，いまだ施行には至っていない 18）。

　近い将来，条約の改正施行により，レベル 3の自動運転車の導入が許容された場合を

想定して，責任主体性について述べると，レベル 3については，自動運転システムによ

る通常運転時は，システムが運転タスクを主導的に行うため，乗車している者は乗員に

すぎず，運転者に当たらない。ゆえに，通常運転時は，自動運転車の製造者又は自動運

転システムを担う AIを責任主体とすることになる可能性がある。他方，緊急時などシ

ステムが介入を要請した場合は，乗っている者が運転タスクを主導的に行わなければな

らないため，ただの乗員ではなく，運転者として責任を負うケースも出てくることとな
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る。なお，緊急時に運転者が責任を負うべきであるかについての問題については，いず

れも後述する。

　レベル 4以上については，自動運転システムが（ほぼ）全ての運転タスクを担うとい

うことになるから，乗車している者は運転者ではなく乗員に過ぎない 19）。それ故，乗

員は責任主体とはなり得ないことになるが，責任の所在を明らかにするため，別途自動

運転車の製造者・設計者（あるいは自動運転システムを担う AI）に，交通事故について何

らかの責任を負わせることはできないかが問題となる。仮に，責任主体に誰もなり得な

いとなれば，交通事故発生時を見据えた場合，技術的にレベル 4以上の製造が可能であ

ったとしても，社会の納得が得られず，実装上レベル 3までしか実現することはできな

いことにもなるように思われる。

　このように，レベルごとに論じるアプローチが異なるため，以下すでに普及している

レベル 2以下を除いた，今後社会への普及が目指されているレベル 3，レベル 4以上の

各レベル固有の問題について，刑事責任との関係で，考察を加えていく。

4．許された危険の法理

　ところで，刑事責任を否定する理論として，許された危険の法理がある。自動運転車

の刑事責任という問題で，この許された危険（erlaubtes�Risiko）は，どのように考える

べきなのであろうか。許された危険とは，社会生活上不可避的に存在する法益侵害の危

険を伴う行為について，その社会的効用のゆえにその危険を法的に許容することをい

う 20）。これは，工場，ガス，電気などの事業，高速度交通機関あるいは医療施設などは，

しばしば危険を伴うが，もしその危険の故にこれらに関する行為を全面的に禁止するな

らば，現代の社会生活は完全に麻痺してしまうという考えに基づく。その性質について

は，社会倫理規範ないし社会的相当性の範囲で危険が許されるとする説 21），行為の有

用性・必要性と法益侵害の危険性とを比較衡量し，前者が優越する場合に危険が許され

るとする説 22），違法性阻却事由ではないとする説 23）とが対立している。

　次項以下で自動運転車の将来的な導入に伴う刑事責任の所在について検討していくが，

今後自動運転車が社会の需要拡大や世界の動向への追随に伴い急速に普及していき，自

動運転車による交通事故発生の危険も，「許された危険」となる可能性があることを，

ここに付言しておく。
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Ⅲ　レベル 3についての問題

1．レベル 3における時系列に沿った事故類型

　再論すると，レベル 3は，自動運転システムにより，全ての運転タスクに係る持続的

かつ運行設計領域での限定的な実施が行われ，予備対応利用者（人間）においては，自

動運転システムの発する介入要求や，他の車両システムでの運転タスク実施関連のシス

テム故障に対して適切に応答することが期待されるとする段階である。

　このようなレベル 3の自動運転車によって交通事故が発生した場合，前述のとおり通

常運転時とオーバーライド（オーバーライドについては本稿注 13）を参照されたい。）時で

検討すべき責任主体が異なる。ゆえに，その状況によって検討すべき問題も異なってく

ることになる。そこで，ざっくりしたものではあるが，レベル 3における死傷事故の発

生について，時系列に沿って具体例を示しながら，各々の問題について検討していくこ

ととする。

2．プログラミングと派生型トロッコ問題

　時系列的な事故の発生類型を検討する前に，レベル 3からレベル 5に共通する刑事責

任の問題として，派生型トロッコ問題に触れておきたい。

　前提として，トロッコ問題とは，倫理学上の思考実験である。具体的な事例としては，

「制御不能で暴走するトロッコは，このままでは前方にいる5人の作業員をひいてしまう。

転轍機を操作してトロッコを別路線に引き入れれば 5人の作業員は助かるが，別路線で

作業する 1人の作業員をひいてしまう。この場合，転轍機を操作すべきか。」というも

のが代表的である。

　この議論が自動運転車との関係で論じられているのが，派生型トロッコ問題である。

自動運転車が不可避的事故に遭遇した場合，どのような動作（対応）を当該車両にとら

せるかについては，自動運転車を製造する際に必ずプログラミングされていなければな

らない事柄である 24）。そして，どのような動作を行うようにさせるかを設計・プログ

ラミングする者は，直面する状況下に現れた被害者となり得る人数，一瞥した上で判断

されるそれらの者の残された平均的寿命，当該自動車の乗員か歩行者かといった立場等
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を考慮して，いうなれば誰かしらの死亡結果を伴うことを意図的に設計・プログラミン

グすることにならざるを得ない。具体的には，進路前方右側に小学生の集団登校の列が

あり，左側に通勤中のサラリーマンが 1人で歩いているようなときに，どちらかをひく

ことが不可避的な状況では，AIに人数と将来残された平均的寿命を考慮させ，比較衡

量して左に曲がるようプログラミングするといったような場合である。しかし，そのよ

うなプログラミングは，サラリーマンに対する殺意を有するものであるから，設計者は

殺人罪（刑法 199 条）に問われる可能性があることとなる 25）。

　とはいえ，そのような刑事責任を全ての場合に認めることはもとより妥当ではない。

自動運転システム自体の否定につながるからである。それでは，どのようにしてプログ

ラマーの刑事責任の否定を導き得るのであろうか。解釈論としては，意図的にそのよう

なプログラミングを行った場合でも，緊急避難（刑法 37 条 1 項）として違法性阻却を認

めるか，あるいは前述の許された危険の法理を適用して責任を否定し，犯罪不成立とす

ることが考えられよう。

　緊急避難について検討すると，前記の具体例のような状況が起きた場合は，生命・身

体という法益を比較される小学生の集団とサラリーマンという 2人以上の人間がいるこ

とから，「他人の生命，身体に」現に危難が存在し，又は間近に差し迫っているといえ

るし，プログラムは危難を回避するためのものであるから，「避けるため」といえる。

そして，我が国における緊急避難の成立要件は，生命の比較を一切許さないものではな

く，「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」であることを要求する

にとどまる 26）ことからすると，前記の具体例の場合でも，人数・寿命を考慮し，侵害

結果を最小に抑えているといえる余地があるため，成立を認めることができる可能性が

高いのではなかろうか。もっとも，生命比較の判断基準については，何かしらの誰かの

生命・身体の犠牲を伴うものであることから，このような人数，寿命という要素のみで

社会が納得し，受け入れるとも思われない（例えば，1人の女性ではあるが，妊娠している

ということを想定するだけで，問題は複雑化しよう 27）。）。どのような要素をどの程度に取り

上げるべきか，幅広い議論が強く要請されるのである。

　前記の許された危険の法理もこのような場合に活用できるのではなかろうか。すなわ

ち，上記の議論を経た上でのものではあるが，損害を最小化するためのプログラミング

がされている場合は，最小の損害については，自動運転車を普及させる上での許された

危険として扱われ，殺人罪等の犯罪の成立が否定されると考えることができるのではな

いかと思われるのである。そして，このような考え方は，通常のトロッコ問題において

は一切の正当化を認めないのが通説的見解であるドイツにおいても，有力に主張されて
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いる見解である 28）とされている。

　これに対し，プログラミングに上記のような観点からの合理性が認められない場合に

は，設計者あるいは製造者に対して，通常の故意犯，過失犯の成否を検討することにな

ろう。

　以下，時系列に沿って，交通事故の発生とその刑事責任について検討していく。

3．通常運転（自動運転）時に交通事故が発生した場合

　まず，レベル 3 による通常運転（自動運転）時に交通事故が発生した場合で，その原

因が自動運転システムのプログラミング時のミス，バグによるときは，プログラミング

に携わった設計者または製造者の責任主体性が問題となることは多言を要しない。

　次に，自動運転システムのプログラミング自体に瑕疵はなかったものの，事故がプロ

グラマーによるプログラミングを超えて（いわば，プログラミング段階では全く予測できな

いもので），AI自身のディープラーニングに基づく暴走など自動運転システムが想定外

の判断をしたことが原因となることも考えられる。このような場合，誰に事故の刑事責

任を負わせるべきなのであろうか。これを突き詰めていく場合，果たして AI自体に対

して，責任を求めることは可能であろうかという問題に発展することになるが，これが

前面に出てくるのは，予備対応者としての人間が予定されていない自動運転システムが

完全に運転タスクを担うことが想定されるレベル 4以上であるので，本稿では指摘にと

どめておく。

　なお，通常運転（自動運転）中の乗員については，乗車中，運転の異常がないかどう

かを確認すべき義務は認められないとしてよいであろう。AIによる自動運転の社会的

効能を著しく害するからである。また，仮に，自動運転システムによる運転の異常に乗

員が気付いたとしても，そのような場合に運転権限を自らに移転させる義務までは原則

として要求されていないことから，過失責任が問われることはないと考える。もっとも，

オーバーライドがあり得るレベル 3であることを考えると，予備対応者として予定され

ている乗員が，運転者一般の観点から明らかな異常を認識した場合には，自動運転から

乗員による運転に切り替えるなどの的確な対応を行う義務が少なからず発生し，過失責

任が問われる余地は出てこよう（なお，これらの点の記述については，レベル 3 による自動

運転システムの信頼性が社会的にも確信されている段階にあることを前提とする。それ以前につ

いては，4．参照）。
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4 ．�オーバーライド後に交通事故が発生した場合と予備対応者（乗員）�
に対する危険運転致死傷罪の成否

　危険運転致死傷罪，及び準危険運転致死傷罪の法的性質については，過失犯には当た

らないのは明らかであるが，他方で故意犯ともいい切ることはできないなど，争いがあ

る。諸説をみると，危険運転について故意を要求し，一種の結果的加重犯のようなもの

と捉える見解 29），それ自体不可罰な危険行為と可罰的な過失行為とが結合した犯罪と

する見解 30），事故を発生させる危険性を内包している危険運転行為に関する故意犯と

その危険運転行為に起因する死傷結果とがいわば結合している結合犯的な性格をもった

犯罪と解する見解 31）等があるが，各説についての検討は，本稿では行わないこととし，

あくまで過失犯ではないことのみを前提として論じてみる。

　いうまでもないが，レベル 3の自動運転車で走行中，自動運転モードのときに事故が

発生した場合，具体的には，乗っている者が運転タスクを担っていない通常運転の段階

で，自動運転システムに何らかのバグが生じ，赤信号を殊更無視する等の危険運転行為

がなされて事故が発生したという場合，乗っていた者（乗員）は責任主体として罪に問

われることは原則としてない。

　では，自動運転モードから適切にオーバーライドが行われた後に死傷事故が起きた場

合において，当該車両に乗っていた乗員（単純に 1名が乗っていたと仮定する。）が，酩酊

運転，未熟運転，アルコール，薬物，病気の影響により，「正常な運転が困難な状態」

であったとき，当該乗員に準危険運転致死傷罪は成立しないのであろうか。なお，この

事例は，オーバーライド後の運転タスクに瑕疵はなかったものと仮定する。なぜなら，

仮に，オーバーライド後の乗員による運転タスクに問題があり，それが「正常な運転が

困難な状態」のためであったとすれば，危険運転致死傷罪等が成立するのは明らかであ

るといえるからである。

　この点を検討すると，オーバーライド後は乗員が運転者に切り替わって運転タスクを

主導的に行うものの，直前までの自動運転システムによる運転により交通事故発生の危

険が既に作出され，オーバーライド後の運転に「正常な運転が困難な状態」の影響がな

いというのであれば，運転者の「正常な運転が困難な状態」に含まれる危険が死傷結果

に実現したとはいえない 32）から，危険の現実化説による場合はもとより，相当因果関

係説によっても，因果関係が否定され，準危険運転致死傷罪は成立しないことになろう。

仮に，準危険運転致傷罪が成立するということになると，結果的には，自動車を運転し

ている者というより，自動運転中の乗員について，同罪を認めるのと同じことになるよ
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うに思われるからである。

5．�オーバーライド後に交通事故が発生した場合と予備対応者（乗員）�
に対する過失運転致死傷罪の成否

　一方，過失運転致死傷罪は，過失犯である。過失概念について，旧過失論，新過失論，

新新過失論などの対立はあるが，ここでは一般的な刑事裁判実務で用いられている過失

概念を前提とする。すなわち，過失とは予見可能性に基づく予見義務違反と，結果回避

可能性に基づく結果回避義務違反をいうという前提で検討することとする。もっとも，

予見可能性が認められれば，予見義務はおのずと認められるものであるし，他方，結果

回避可能性がなければ結果回避義務は発生しないから，私見ではあるが，実質的には，

予見可能性に基づく結果回避義務違反を検討すれば足りると考える。

　まず，レベル 3は，自動運転モード中は自動運転システムに運転タスクを任せている

のであるが，いつ運転者に介入要請が来るかわからない以上，予備対応者として予定さ

れている乗員には，自動車運転者が運転中通常要求される前方注視義務等は免除されて

おらず 33），すべてを任せきりにすることはできないとの見解が考えられる。オーバー

ライドが予定されていることを重視する見解であって，自動運転モードの限界を意識し

て，走行中周囲に気を配る必要があるということになる。この立場に立てば，自動運転

中といえども交通事故発生についての予見義務は手動運転時と同程度に認められること

になろう。レベル 3導入当初においては，このような慎重な考え方が相応しいようにも

思われる。

　しかし，他方，自動走行をはじめとする自律型機械には，本来，ヒューマンエラーを

除去することによる事故の減少効果が期待されているのであるから，やがてレベル 3の

自動運転車が一定程度普及し，自動運転システムの信頼性が社会的にも確信されるよう

な状況に至れば，少なくともその利用者においては，自律型機械によって事故が発生す

ることについての予見可能性はおよそ否定されるか，極めて低い危惧感程度のものしか

認められないことになる。とすれば，事故発生以前に明らかに異常と思われる運転が何

度か起きていたなど，AIのバグを予想し得る著しい予兆があったなどの特殊事情が認

められる場合は格別，そうでない場合には，少なくとも結果発生の具体的予見可能性を

前提とする見解からは，予見可能性がないとして，常に過失責任を否定されることにな

るであろう 34）。しかし，因果関係の基本的部分についての予見可能性を必要とする見

解からは，直ちにそうとも言えないように思われる。我が国の判例は，過失責任の要件

として予見可能性を要求してはいるものの，具体的予見可能性までは要求してはおらず，
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「因果関係の基本的部分」についての予見があれば足りるとしている 35）。そして，これ

までの判例に現れた事例を見れば，予見可能性の対象を相当程度広くとらえているので

あって 36），予見可能性の存否は，注意義務を発生させるのに十分な危険性の存在を認

識していたかによっていると理解されるのである。そうであるとすれば，自動運転への

介入の可能性と必要性が基本的にあり，介入の要請は危機的状況を受けてのものである

ことを乗員が認識している以上，多くの場合，予見可能性は肯定されるということにな

るのではなかろうか。

　それでは，結果回避義務は認められるのであろうか。自動運転システムによる運転か

ら手動運転に切り替わった後の回避義務の有無について検討する。オーバーライドまで

の時間は最低 4秒あれば足りるとする理解 37）が国連等では採用されつつある 38），39）。し

たがって，レベル 3では 4秒後に運転者が道路交通法上の「運転者」として適切な義務

を果たすことが想定されているということになろう。もっとも，システムが介入を要請

するような高度な緊急状態下で結果回避可能性など本当にあるのだろうかという問題が

ある。参考になるのは，自動運転が既に行われている航空機の事例である。すなわち，

オートパイロットの飛行機を操縦中に突発的な異変が生じたために，自動運転装置を解

除したときに発生した墜落事故についての調査を見ると，専らコグニティヴ・トンネリ

ングが事故の原因ではないかとされている 40）。コグニティヴ・トンネリングとは，リ

ラックスした自動操縦の状態からパニックの状態に突然移行した時に発生する精神状態

のことであるが，そのような場合には人間の注意の範囲は限定され，適切な解決策を見

いだせない状態になるという。レベル 3のオーバーライドにこれを引き直した場合に，

一般人である乗員は果たしてその緊急状態に対応可能なのであろうか。仮に，そのよう

な，緊急状態下で冷静に安全な走行が可能である者しかレベル 3に乗車できないとする

であれば，実用化は難しいことになるだろうし，高齢者社会での自動運転の有用性をな

いがしろにしてしまうことになる。このようなコグニティヴ・トンネリングという現象

が既に判明している以上，事実認定の問題としても，レベル 3の運転者に結果回避可能

性を前提とする結果回避義務を負わせることはなかなか困難なのではなかろうか。

　以上の検討に照らせば，レベル 3については，予見可能性は認められるものの，緊急

状況下における結果回避義務は認められない可能性があることになる。したがって，過

失責任を負わせることができるかどうかは，レベル 3の具体的事情の下で，いつ介入要

請があったか，介入要請と事故までの時間的な経過等，各事故の起きた具体的状況に基

づき判断するほかないように思われる。

　次に，信頼の原則により，過失責任を否定することができないかについても触れてお
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きたい。信頼の原則とは，複数の者が関与する事務において，その事務に関与する者は，

他の関与者が規則を守り適切な行動をとるであろうことを信頼するのが相当な場合には，

たとえ他の関与者が規則を無視するなどの不適切な行動をとり，それと自己の行動とが

相まって構成要件的結果が発生しても，その結果について過失責任を問わないとする原

則をいう。注意義務の限定原理として道路交通の場面を中心に判例によって認められて

いるものである 41）。

　過失責任を問わないことになる論拠は，学説上争いがある。旧過失論からは，相手方

を信頼することによって予見義務が否定される一方，新過失論からは，結果回避義務が

否定される 42）が，いずれにしても過失を構成する義務が否定されるため，ここでは詳

述しない。

　自動運転車に乗る場合，運転者は，自動運転システムの製造者やプログラマー等が適

切にシステムを製造したことを「信頼」して自動車を走行させることになるだろうが，

この「信頼」に信頼の原則は適用されるだろうか。

　レベル 3の場合，自動運転モード中は，レベル 4と同じ状態である以上，自動運転シ

ステムを信頼することが許容されるとして，信頼の原則が適用されるようにも思われる。

しかし，許された危険の法理が「運行管理の衝に当るものに対しては，その運行に際し

生ずべき危害の発生を避けるため必要にして可能な一切の注意を尽くすことを要求して

相異なる法益間の調和を図る点にある」43）以上，その派生原理である信頼の原則も，具

体的な行為状況に照らして，行為者が一応の結果回避措置を尽くしたかどうかが重視さ

れる 44）。そして，レベル 3は，NHTSA旧定義に従えば，あくまで準自動走行システム

が運転を担っており，完全自動走行システムによるものではないという違いがあり，動

作が同じだからと言って完全ではなく準にすぎないシステムに寄せる「信頼」は，従前

の信頼の原則における信頼と同一ではないと考える。

　なお，信頼の原則の適用が難しいとしても，自動運転モード中については，レベル 4

との親和性から，「信頼」の一部を過失犯の責任を減少させる根拠とし，正犯性を否定し，

製造者や AIが正犯となるときにその従犯とすべきではないかという考えを，提示のみ

しておく。
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Ⅳ　レベル 4以上特有の問題

1．レベル 4以上の問題として想定され得ること

　レベル 4以上は，完全自動運転である。そうである以上，自動運転中に発生した事故

について，乗員を事故の責任主体とすることはできない。そこで，他のいかなるものに

責任を負わせられるかという観点から，特に製造者の責任主体性について検討していく。

2．製造者の責任

　上記のように自然人としての運転者が存在しないレベル 4以上で，自動運転車が走行

中被害者の死傷を伴う交通事故を起こした場合に乗員に過失責任を問えないとしても，

乗員の背後に存在する主体の刑事責任を問うことができないかが問題となる。

　段階的に考えてみると，まず，自動運転車を製造し，販売している法人に交通事故の

責任を負わせることはできないだろうか。

　我が国における現行刑法は，処罰の対象を自然人に限定しており，法人処罰について

はその他の特別法が規定している場合にのみ認められる。自動車の運転により人を死傷

させる行為等の処罰に関する法律についても同様であって，法人としての自動車製造者

を処罰する規定はない。

　したがって，現行法上は，製造した会社に責任を問うことはできず，製造にかかわっ

た個人を責任主体とすることしか考えられないということになる。そして，理論上は，

製造・販売に関与した全ての者が，行為主体となりうる可能性を有しているといえる。

しかし，企業活動として公害犯罪や経済犯罪が行われることがあるのに，その処罰が歯

車の 1つにすぎない個人にだけ及ぶとするのは，従業員にすぎない個人への責任の押し

つけであって，企業が刑事責任を受けないまま利益だけを享受していくことになりかね

ない。そこで，このような刑事制度は公正かつ有効とはいえない 45）として，法人処罰

を肯定する説も主張されてきている。しかしながら，これらは解釈論としては無理があ

り，法人処罰の実現は，基本的には，立法政策に委ねるしかない。

　もっとも，これに対応する理論として，近時，企業組織体責任論 46）というものが出

て来ている。この説は，分業体制がとられている現代の企業は，全体を取り仕切る取締
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役から各部門の末端の従業員に至るまで，様々な役割を有する構成員からなっており，

企業内部における責任も当然に異なるという前提に立ちつつ，例えば，末端従業員によ

るミスが，重大な事故の発生に結びついた場合には，そのミスを犯した者の過失責任が

問われるべきであろうが，そのようなミスが重大事故に結びついてしまうという企業シ

ステムのあり方自体に根本的な問題がある場合も考えられるとする。そして，それ故に

こそ，そのような企業組織体活動から生ずる災害については，その一部を担う歯車にす

ぎない各個人行為者の行為をばらばらにとらえて，可罰的過失の有無を論ずるのではな

く，企業組織体の活動を全一体としてとらえ，それが災害防止のため，企業組織体活動

に対し，社会が要求する基準に合致しない社会的に不相当なものであるか否かを論定す

べきであり，まず，「総論」として，企業組織体自体としての落度を明らかにし，その

上で，「各論」として，企業システムが落度なく運営されることについて，各役職員が，

どれだけの寄与をなすべきであったかという視点から個人の過失を論ずる 47）べきであ

るとする。企業をめぐる過失犯の構造，過失の認定の在り方について示唆に富むように

思われ，魅力的な見解のように思われる。この説によれば，特に技術者の仕事が，ある

べき姿を超えた無用な刑事責任の重圧から解放されるように思われるからである。とは

いえ，現段階では抽象論にすぎず，裁判実務で取り入れられるためには，具体的な事件

をベースにしたより実証的な分析，検討が強く求められよう。

　さらに，自動運転車の事故について，製造者責任を個人責任のレベルで解決すること

の問題点として，個人特定の困難性があることも指摘しておきたい。すなわち，自動運

転車を製造する際，自動運転システムをつかさどる AI部分と，走行する自動車部分と

では製造者が異なり，普通の自動車よりもより多くの人々が製造に関わることになる。

そのため，過失がどの工程の誰にあったのか特定することが難しい。特に自動車会社は，

自己の名で自動運転車を売り出すのであるが，自社で AIを作ることは困難であり，AI

部分については，他社と業務提携契約又は業務委託契約を結ぶであろうから，より過失

の所在を見つけにくいという自動運転車の製造過程特有の問題もある。もっとも，この

ような個人特定の困難性は，代表者への帰責に転換することで解決する場合もあろう。

しかしながら，企業犯罪等の事案において，代表者の過失をとらえることもなかなかに

困難であるし，他方で，結果責任，実質的な無過失刑事責任を肯定することにつながり

かねないことを考えると，代表者への刑事責任の帰責もまたなし得ない場合もあり得る

ということになろう。このようなことを考えると，いささか大胆に過ぎるかとは思うが，

刑事責任に問うことは放棄し，民事責任のフィールドで帰責させるしかないのではない

かという思いを持たざるを得ない。
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　加えて，製造者の責任が容易に認められてしまうということになると，自動運転車の

開発という企業活動を著しく委縮させることになり，自動運転車が社会に導入されるこ

とを妨げてしまうことにもなろう。

　そこで，このような問題を踏まえて，いかなる場合に製造者の責任を認めるべきなの

かをさらに検討していく。

　製造者の責任を論ずる上で，いわゆる刑事製造物責任の議論を行う必要がある。刑事

製造物責任において，自動車の欠陥が原因で死傷事故が発生した場合，その自動車の製

造等をした自動車メーカーの企業関係者に業務上過失致死傷罪を問うためには，その役

員や従業員について，行為時において，死傷事故の発生という結果を予見できる可能性

があり，かつ，その者に結果を回避すべき義務があったにもかかわらず，注意義務を怠

り，それによって死傷事故が生じたといえなければならない 48）ところ，刑事製造物責

任について，従来の判例 49）は，設計，製造，出荷，販売という製造時を犯罪行為時と

とらえ，その時点での過失の有無を問題にしていた。しかし，このような製造段階での

過失の特定が困難であることは既に述べたとおりである。これに対し，近年の判例 50）

では製造物が販売され流通した後，製造物の欠陥や危険性に対する認識が生じたにもか

かわらず，市場や消費者の手元に放置し続けた 51）ある時点を犯罪行為時ととらえ，そ

の時点での過失を検討する過失不作為犯の事案が増加してきている。流通後の過失を認

める事案は，製造物が複雑な構造をしている等製造時点での予見可能性を認めることが

困難なものが多いのであるが，そのような製造物でも流通後に死傷事件が生じるような

欠陥を認識する特別の事情が生じることによって，予見可能性及び結果回避義務を構成

することができ，その時点での過失責任を問うことができることになるのである。

　流通後の過失責任を問うに当たっては，不作為犯であるという特殊性から，作為義務

を有する者が行為主体となるため，誰が作為義務を有するかを特定する必要がある。作

為義務の発生根拠に関する学説は，形式的三分説，先行行為説，事実上の引き受け説，

排他的支配説等諸説あるが，判例は一元的な基準を用いることなく，法令，契約，先行

行為，排他的支配，保護の引き受け等各説の要素を総合考慮して判断する傾向にある。

そして，流通後の過失責任が問題となった判例・裁判例を見ると，いずれも流通後に製

品の瑕疵を認識しながら何ら対策を取らなかった，事業決定をする立場の上層部に作為

義務を認めて行為主体としている。

　これを自動運転車の場合について引き直してみると，流通前の製造段階においても，

また，流通後の AIのディープラーニング（自立学習）段階においても，必ずしもシステ

ムに不備があったとはいえず，他方，システムが正常に機能した結果として誤った判断
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がなされるなど，システムによる不適切な対応がなされたために事故が発生したような

場合に，誰が責任を負うことになるのであろうか 52）。仮に，自動運転システムの AIに

よる自律性が強化され，自ら状況を判断し，行動する能力を有しているといえるような

段階になれば，その自動運転車は，製造業者の手を離れた完全に独立した存在であると

いうことになるであろう。いうなれば，AIは，親とは別の人格をもつ子供のような存

在である。近代刑法の大原則の一つである責任主義は，責任なければ刑罰なしという原

則であって 53），個人責任を前提としている。それ故，子供のした犯罪行為について，

親がその刑事責任を負うことはない。これは，親が子供の行動を完全にコントロールし

ている場合を除けば，子供が十分な判断能力を有していない場合であっても同様である。

そうであるならば，製造業者から完全に独立した存在である独自の判断能力を有する自

動運転システムが，自ら判断し自ら引き起こした事故について，製造業者に責任を負わ

せれば，責任主義に反する可能性がある 54）。したがって，流通後瑕疵が発覚した初め

ての事故については，製造者も責任を負わないということになるであろう。しかし，そ

のような事故の発生が認識され，これに対して製造者が適切な対応を取らなかったとい

う場合には，その点を捉えて，過失不作為犯に問擬されることになると思われる。

Ⅴ　お わ り に

　ここまで，自動運転車と交通事故発生時の刑事責任の所在について論じてきたが，そ

の導入に当たっては，対応しなければならない法的問題が山積していることがわかるで

あろう。しかも，国内法にとどまらず，条約との関係で各国間の歩調を合わせなければ

ならない。国際間で同じ土俵を作っていく必要があるのである。ガラパゴス的に我が国

でことを解決して足りるというものではない。国際的に更なる議論の必要がある問題な

のである。我が国は，世界的に名高い自動車会社をいくつも有しており，各社がこぞっ

て自動運転車の開発に取り組んでいる。これに，法律家も早急に対応しなければならな

い。自動運転車の普及を日本及び世界が推進している以上，それに対応する法整備を行

うことは最早焦眉の急といってよい。検討に当たっては，ロボット化を推し進める時代

の潮流に合わせ，法律家もこれまでの概念にとらわれない柔軟な思考による対応をして

いくことを求められる。ロボットと人間が共存していく中で，いくらロボットにヒュー

マンエラーがないといっても，想定外のバグや背後者たる人間のエラーにより，人間に

危害が加えられる状況は否応なしに発生するであろう。その紛争をどう解決するか，議
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論の端緒を，本稿で提示できていれば本望である。

〈追記〉脱稿後に，今井猛嘉「自動運転，AIと刑法 : その素描」『日髙義博先生古稀祝賀論文集
上巻』（成文堂，2018）353－372 頁に接したことについても，付言しておく。
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